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衆
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。



衆
議
院
議
員
小
野
寺
五
典
君
提
出
野
田
内
閣
の
内
政
及
び
重
要
外
交
課
題
に
対
す
る
基
本
姿
勢
に
関
す
る
質
問
に
対
す

る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

東
日
本
大
震
災
は
、
被
害
が
甚
大
で
広
範
囲
に
わ
た
る
だ
け
で
な
く
、
地
震
・
津
波
・
原
発
事
故
が
複
合
し
た
未
曽
有
の

大
災
害
で
あ
る
。

政
府
は
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
被
害
を
受
け
た
地
域
の
地
方
公
共
団
体
と
も
協
力
し
て
、
復
旧
作
業
に
全
力
を
挙
げ
て

き
た
が
、
迅
速
さ
に
欠
け
、
必
要
な
方
々
に
支
援
の
手
が
行
き
届
い
て
い
な
い
と
い
う
指
摘
も
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

政
府
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
指
摘
に
真
摯
に
耳
を
傾
け
、
「
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
基
本
方
針
」
（
平
成
二
十

三
年
七
月
二
十
九
日
東
日
本
大
震
災
復
興
対
策
本
部
決
定
）
に
基
づ
き
一
つ
一
つ
の
具
体
策
を
着
実
に
実
行
す
る
な
ど
、
野

田
内
閣
と
し
て
平
成
二
十
三
年
九
月
二
日
に
閣
議
決
定
し
た
「
基
本
方
針
」
に
基
づ
き
内
外
の
政
策
課
題
に
し
っ
か
り
と
取

り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
。

二
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
三
年
八
月
五
日
内
閣
衆
質
一
七
七
第
三
四
五
号
）
で
述
べ
た
方
針
に
変
わ
り
は

一



な
い
。
な
お
、
各
国
と
の
原
子
力
協
力
を
進
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
事
故

原
因
の
調
査
の
状
況
や
原
子
力
安
全
へ
の
取
組
等
に
つ
い
て
相
手
国
に
丁
寧
に
説
明
し
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
普
天
間
飛
行
場
の
移
設
問
題
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
八
日
の
日
米
安
全
保
障
協
議
委
員

会
（
以
下
「
Ｓ
Ｃ
Ｃ
」
と
い
う
。
）
の
共
同
発
表
及
び
本
年
六
月
二
十
一
日
の
Ｓ
Ｃ
Ｃ
の
際
に
発
表
し
た
Ｓ
Ｃ
Ｃ
文
書
「
在

日
米
軍
の
再
編
の
進
展
」
（
以
下
「
平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
八
日
の
共
同
発
表
等
」
と
い
う
。
）
を
踏
ま
え
、
同
飛
行
場

の
固
定
化
を
回
避
し
、
沖
縄
の
負
担
軽
減
を
図
る
べ
く
、
政
府
の
考
え
方
を
沖
縄
の
皆
様
に
誠
実
に
説
明
し
理
解
を
求
め
な

が
ら
、
全
力
で
取
り
組
む
考
え
で
あ
る
。
な
お
、
お
尋
ね
の
「
普
天
間
問
題
に
関
す
る
沖
縄
へ
の
窓
口
と
な
る
担
当
閣
僚
」

を
設
置
す
る
方
針
は
な
い
が
、
内
閣
官
房
長
官
の
下
で
、
沖
縄
関
係
閣
僚
会
合
を
随
時
開
催
し
、
関
係
閣
僚
間
で
の
認
識
共

有
を
図
り
、
政
府
が
一
体
と
な
っ
て
、
同
飛
行
場
の
移
設
問
題
に
対
処
し
て
い
く
所
存
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

米
国
下
院
に
お
い
て
は
、
在
沖
縄
海
兵
隊
の
グ
ア
ム
へ
の
移
転
（
以
下
「
グ
ア
ム
移
転
」
と
い
う
。
）
に
係
る
予
算
約
一

億
五
千
六
百
万
米
ド
ル
（
以
下
「
グ
ア
ム
移
転
予
算
」
と
い
う
。
）
を
認
め
る
形
で
、
二
千
十
二
会
計
年
度
の
国
防
に
関
す

二



る
支
出
を
授
権
す
る
法
案
（
以
下
「
国
防
支
出
授
権
法
案
」
と
い
う
。
）
を
本
年
五
月
二
十
六
日
に
、
二
千
十
二
会
計
年
度

の
軍
事
建
設
等
に
関
す
る
歳
出
に
つ
い
て
の
法
案
（
以
下
「
軍
事
建
設
歳
出
法
案
」
と
い
う
。
）
を
同
年
六
月
十
四
日
に
、

そ
れ
ぞ
れ
可
決
し
、
上
院
に
お
い
て
は
、
軍
事
委
員
会
に
お
い
て
同
月
十
六
日
に
グ
ア
ム
移
転
予
算
を
全
額
認
め
な
い
形
で

国
防
支
出
授
権
法
案
を
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
す
る
と
と
も
に
、
本
会
議
に
お
い
て
同
年
七
月
二
十
日
に
グ
ア
ム
移
転
予
算

を
全
額
認
め
な
い
形
で
軍
事
建
設
歳
出
法
案
を
可
決
し
た
と
承
知
し
て
お
り
、
今
後
、
両
院
の
間
で
最
終
案
に
向
け
た
調
整

が
行
わ
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
中
、
本
年
六
月
二
十
一
日
に
開
催
さ
れ
た
Ｓ
Ｃ
Ｃ
の
際
に
発
表
し
た
Ｓ
Ｃ
Ｃ
文
書
「
在
日
米
軍
の
再
編
の
進

展
」
に
お
い
て
は
、
日
米
両
政
府
の
間
で
、
平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
八
日
の
共
同
発
表
等
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
た
平
成
十

八
年
五
月
一
日
の
Ｓ
Ｃ
Ｃ
文
書
「
再
編
の
実
施
の
た
め
の
日
米
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
」
及
び
第
三
海
兵
機
動
展
開
部
隊
の
要
員
及

び
そ
の
家
族
の
沖
縄
か
ら
グ
ア
ム
へ
の
移
転
の
実
施
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
と
の
間
の
協
定
（
平

成
二
十
一
年
条
約
第
三
号
）
に
従
っ
て
グ
ア
ム
移
転
を
着
実
に
実
施
す
る
旨
を
確
認
し
て
お
り
、
我
が
国
政
府
と
し
て
は
、

こ
の
よ
う
な
グ
ア
ム
移
転
の
米
国
側
予
算
に
係
る
同
国
議
会
の
動
向
を
引
き
続
き
注
視
し
な
が
ら
、
抑
止
力
を
維
持
し
つ
つ
、

沖
縄
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
、
引
き
続
き
こ
れ
ら
の
日
米
合
意
に
従
っ
て
グ
ア
ム
移
転
を
着
実
に
実
施
す
る
た
め
米
国
と

三



協
力
し
て
い
く
所
存
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
お
尋
ね
の
「
移
設
に
向
け
た
地
元
沖
縄
と
の
合
意
に
関
す
る
期
限
」
を
設
定
す
る
考
え
は
な
い
が
、
平

成
二
十
二
年
五
月
二
十
八
日
の
共
同
発
表
等
を
踏
ま
え
、
普
天
間
飛
行
場
の
固
定
化
を
回
避
し
、
沖
縄
の
負
担
軽
減
を
図
る

べ
く
、
政
府
の
考
え
方
を
沖
縄
の
皆
様
に
誠
実
に
説
明
し
理
解
を
求
め
な
が
ら
、
全
力
で
取
り
組
む
考
え
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
普
天
間
飛
行
場
の
移
設
問
題
に
つ
い
て
は
、
政
府
、
地
元
及
び
米
国
の
三
者
が
納
得
す
る
解
決
策
を
見

い
だ
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
極
め
て
難
し
い
問
題
で
あ
る
た
め
、
時
間
を
要
し
て
き
て
い
る
と
認
識
し
て
い

る
。同

飛
行
場
の
移
設
問
題
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
政
府
が
、
米
国
政
府
と
も
協
力
し
つ
つ
沖
縄
の
皆
様
に
誠
実
に
説
明
し
理

解
を
求
め
な
が
ら
、
全
力
で
取
り
組
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

七
に
つ
い
て

普
天
間
飛
行
場
の
移
設
問
題
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
八
日
の
共
同
発
表
等
を
踏
ま
え
、
同
飛
行
場
の
固

四



定
化
を
回
避
し
、
沖
縄
の
負
担
軽
減
を
図
る
べ
く
、
政
府
の
考
え
方
を
沖
縄
の
皆
様
に
誠
実
に
説
明
し
理
解
を
求
め
な
が
ら
、

全
力
で
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
同
飛
行
場
の
代
替
施
設
に
係
る
環
境
影
響
評
価
の
手
続
に
つ
い
て
は
、

関
係
法
令
に
従
い
、
適
切
に
対
応
し
て
ま
い
り
た
い
。

八
に
つ
い
て

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国

に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
（
昭
和
三
十
五
年
条
約
第
七
号
）
に
つ
い
て
は
、
今
後
と
も
、
日
米
同
盟
を

更
に
深
化
さ
せ
る
よ
う
努
め
て
い
く
中
で
、
普
天
間
飛
行
場
の
移
設
問
題
な
ど
他
の
喫
緊
の
課
題
の
進
展
を
踏
ま
え
つ
つ
、

そ
の
対
応
に
つ
い
て
検
討
す
る
考
え
で
あ
る
。
政
府
と
し
て
は
、
ま
ず
は
、
米
軍
人
等
に
よ
る
事
件
・
事
故
の
防
止
、
米
軍

機
に
よ
る
騒
音
の
軽
減
、
在
日
米
軍
施
設
・
区
域
に
お
け
る
環
境
問
題
等
の
具
体
的
な
問
題
に
つ
い
て
、
地
元
の
方
々
の
御

要
望
を
踏
ま
え
つ
つ
、
最
大
限
の
努
力
を
行
っ
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

九
に
つ
い
て

野
田
内
閣
と
し
て
は
、
大
き
な
構
想
を
打
ち
出
す
よ
り
も
、
当
面
の
諸
課
題
に
着
実
に
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
が
む
し
ろ

重
要
で
あ
る
と
認
識
し
て
お
り
、
「
東
ア
ジ
ア
共
同
体
構
想
」
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

五



政
府
と
し
て
、
豊
か
で
安
定
し
た
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
地
域
の
実
現
は
、
我
が
国
の
平
和
、
安
定
及
び
繁
栄
に
と
っ
て
不
可

欠
で
あ
る
と
の
考
え
の
下
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合
（
以
下
「
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
」
と
い
う
。
）
、
東
ア
ジ
ア
首
脳
会
議
、
Ａ
Ｓ

Ｅ
Ａ
Ｎ
地
域
フ
ォ
ー
ラ
ム
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
経
済
協
力
な
ど
の
既
存
の
枠
組
み
を
活
用
し
、
開
か
れ
た
形
で
重
層
的
な
地
域

協
力
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
強
化
し
て
い
く
と
い
う
従
来
か
ら
の
方
針
に
変
わ
り
は
な
い
。

十
に
つ
い
て

文
民
統
制
は
、
民
主
主
義
国
家
に
お
け
る
軍
事
に
対
す
る
政
治
の
優
先
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
我
が
国
の
現
行
制
度

に
お
い
て
は
、
国
防
に
関
す
る
国
務
を
含
め
、
国
政
の
執
行
を
担
当
す
る
最
高
の
責
任
者
た
る
内
閣
総
理
大
臣
及
び
国
務
大

臣
は
、
憲
法
上
全
て
文
民
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
、
ま
た
、
国
防
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
は
内
閣
総
理

大
臣
を
議
長
と
す
る
安
全
保
障
会
議
に
諮
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
国
防
組
織
た
る
自
衛
隊

も
法
律
、
予
算
等
に
つ
い
て
国
会
の
民
主
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
下
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
等
に
よ
り
、
厳
格
な
文
民
統
制
が

確
保
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
お
尋
ね
の
「
素
人
感
覚
が
「
文
民
統
制
」
に
良
い
影
響
を
与
え
る
」
と
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

御
指
摘
の
防
衛
大
臣
の
発
言
は
、
一
般
の
国
民
を
代
表
す
る
政
治
家
が
、
国
民
の
目
線
に
立
っ
て
物
事
を
判
断
し
て
い
く
べ

六



き
と
の
趣
旨
で
あ
り
、
当
該
発
言
に
つ
い
て
は
、
本
人
の
真
意
が
伝
わ
ら
な
い
形
で
報
道
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い

る
。

十
一
に
つ
い
て

「
平
成
二
十
三
年
度
以
降
に
係
る
防
衛
計
画
の
大
綱
」
（
平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
七
日
閣
議
決
定
。
以
下
「
新
大
綱
」

と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
陸
上
自
衛
隊
の
編
成
定
数
を
十
五
万
四
千
人
、
常
備
自
衛
官
定
員
を
十
四
万
七
千
人
、
即
応
予

備
自
衛
官
員
数
を
七
千
人
と
し
、
新
大
綱
に
従
っ
て
定
め
ら
れ
た
「
中
期
防
衛
力
整
備
計
画
（
平
成
二
十
三
年
度
〜
平
成
二

十
七
年
度
）
」
（
平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
七
日
閣
議
決
定
。
以
下
「
新
中
期
防
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
精
強
性
を

高
め
る
た
め
の
第
一
線
部
隊
の
充
足
に
つ
い
て
、
後
方
業
務
に
関
す
る
新
た
な
人
事
任
用
制
度
の
導
入
に
伴
う
人
件
費
抑
制

や
人
員
の
配
置
転
換
に
よ
り
、
人
件
費
の
追
加
的
な
負
担
を
招
か
な
い
範
囲
で
措
置
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
新
中
期
防
の
実
施
に
必
要
な
防
衛
関
係
費
の
総
額
の
限
度
は
、
将
来
に
お
け
る
予
見
し
難
い
事
象
へ
の
対
応
等
特

に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
限
り
安
全
保
障
会
議
の
承
認
を
得
て
新
中
期
防
の
計
画
期
間
中
に
お
い
て
措
置
で
き
る
限

度
額
千
億
円
を
含
め
、
二
十
三
兆
四
千
九
百
億
円
程
度
を
め
ど
と
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

国
の
防
衛
は
、
国
家
が
担
う
べ
き
最
も
基
本
的
な
施
策
で
あ
り
、
新
大
綱
に
お
い
て
「
我
が
国
の
安
全
保
障
の
目
標
を
達

七



成
す
る
た
め
の
根
幹
と
な
る
の
は
自
ら
が
行
う
努
力
で
あ
る
と
の
認
識
に
基
づ
き
、
・
・
・
同
盟
国
等
と
も
連
携
し
つ
つ
、

平
素
か
ら
国
と
し
て
総
力
を
挙
げ
て
取
り
組
む
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
政
府
と
し
て
は
、
新
大
綱
及
び
新
中
期

防
に
従
い
、
自
衛
隊
全
体
に
わ
た
る
抜
本
的
な
効
率
化
・
合
理
化
を
行
っ
た
上
で
、
真
に
必
要
な
機
能
に
資
源
を
選
択
的
に

集
中
し
て
、
人
的
基
盤
を
含
め
た
防
衛
力
の
構
造
的
な
変
革
を
図
り
、
限
ら
れ
た
資
源
で
よ
り
多
く
の
成
果
を
達
成
す
る
こ

と
と
し
て
お
り
、
即
応
性
や
機
動
性
等
を
備
え
、
高
度
な
技
術
力
と
情
報
能
力
に
支
え
ら
れ
た
動
的
防
衛
力
を
構
築
し
て
い

く
考
え
で
あ
る
。

八


